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山梨県教育委員会では、山梨の教育を更に充実・発展させていくための最重要課題の

一つとして、学校における働き方改革の推進を掲げてきました。子供たちのために日々

強い使命感と責任感をもって尽力されている先生方が、よりいっそう元気に笑顔で子供

たちに向き合い、専門性や創造性を存分に発揮され、豊かな教職人生を送る観点から、

学校の働き方改革は極めて重要です。 

また、本県が目指している子供主体の授業への転換や、課題解決型の探究活動を深化

させ、これからの未来を生きていく子供たちへのよりよい教育を実現させるためには、

働き方改革の取組によって余白の時間を生み出す必要があり、このような観点からも働

き方改革は重要です。 

本県では、令和３年３月に策定した「山梨県の公立学校における働き方改革に関する

取組方針」に基づき、勤務時間管理の徹底や校務の精選・効率化、部活動指導の負担軽

減、外部人材や支援スタッフの活用などの取組を総合的に進めてきました。また、全国

に先駆けて、小学校への段階的な２５人学級の導入などの少人数教育や、学校現場での

事務負担を抜本的に軽減する「学校現場への文書半減プロジェクト」を推進してきたと

ころです。 

これらの取組により、一定の成果は現れているものの、未だ長時間勤務の教員が多い

状況が続いており、教員採用選考検査の志願倍率も低下傾向にあることから、教員の質

や人材確保という側面からも、教職員にとって「働きやすい」「働きがい」のある職場

環境づくりが求められます。 

そこで、このたびの取組方針の改定では、「働き方改革は全員が担当者～みんなのウ

ェルビーイングの実現のために～」を掲げ、本県の働き方改革が進むべき方向を明確に

示しました。 

また、民間事業者のノウハウも活用した、学校の主体的な取組をサポートする視点を

新たに取り入れ、これまで以上に、県と市町村（組合）教育委員会が一体となって取組

を推進していくこととしました。 

学校の働き方改革に正解はありません。だからこそ、前例踏襲ではなく、絶えず改善

を繰り返しながら最適な働き方を目指していく修正主義の姿勢で取り組むことが重要

です。 

教職員一人ひとりが自分事として自らの働き方を見つめ直し、一人ひとりが働き方

改革の担当者として取り組むことを期待します。また、保護者や地域の皆様など学校を

取り巻く方々におかれましては、学校の働き方改革に積極的に関わっていただきますよ

う、ご理解ご協力をお願いいたします。県教育委員会は、みんなのウェルビーイングの

実現のために、県下一丸となった取組を引き続き全力で推進してまいります。 

令和８年３月 

                             山梨県教育委員会 
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学校を取り巻く環境が大きく変化し、教職員が取り組まなければならない課題が多様

化・複雑化する中で、教職員の厳しい勤務実態が全国的に問題となっている。 

こうした中、山梨県教育委員会では、教員が子供と向き合う時間を確保できるよう、

平成２９年３月に「教員の多忙化改善に向けた取組方針」を、令和３年３月に「山梨県

の公立学校における働き方改革に関する取組方針」（以下「旧取組方針」という。）を策

定し、教員の働き方改革に取り組んできた。 

また、令和５年１２月に、「やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、従来のガイドラインを踏まえつつ、適

切な部活動の運営等の在り方を示すとともに、中学校における休日部活動の地域展開を

進めてきた。 

この間、新型コロナウイルスの感染拡大やＧＩＧＡスクール端末の整備による学びの

保障、更にはコロナ禍後の教育活動の再開等、学校の状況が大きく変化し、教職員にと

っても様々な課題に対応を求められることとなった。 

国においては、令和６年８月に、中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を

担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」が出され、

学校における働き方改革の更なる加速化、処遇改善、学校の指導・運営体制の充実を一

体的・総合的に推進することが提言された。 

また、教員の働き方改革の一環として、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法の改訂作業が進められ、服務監督教育委員会において「業務量管理・

健康確保措置実施計画」の策定・公表等を義務づけることが示されていた。 

本県では、この改正給特法の成立を見据え、その内容を考慮しつつ、令和 7 年 3 月

に取組方針の改定を行い、教育委員会や学校などの各取組主体が今後取り組むべき事項

を整理し、働き方改革の手引きとして有効活用できるように充実させた。また、民間事

業者のノウハウも活用しながら、学校の主体的な取組をサポートする新たな視点も取り

入れた。 

更に、令和 7 年 9 月に、文部科学省から示された「公立学校の教育職員の業務量の

適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の

確保を図るために講ずべき措置に関する指針」に基づき、本取組方針を再度改定した。 

なお、今回の改定において、本取組方針をもって、県立学校の業務量管理・健康確保

措置実施計画に位置づけることとした。 

今後も、この取組方針に基づく取組を、市町村（組合）教育委員会はじめ、引き続き

関係機関と緊密に連携しながら推進していく。 

 

1．取組方針策定と改定の背景  
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目標達成状況 

数値目標① 時間外在校等時間の縮減 

令和８年度末までに、時間外在校等時間が月８０時間を超える教育職員をゼロにする。 

《山梨県総合計画（以下、「総合計画」という。）における目標：令和５年度～令和８年度》 

※総合計画（令和 1 年度～令和 4 年度）の改定に伴い、旧取組方針策定時の目標を見直し、

令和８年度末までに達成する内容に変更 

〈月当たりの正規の勤務時間が８０時間を超過した教育職員の割合〉 

※〈 〉内の数値は、旧総合計画での解釈に基づく割合 

 

 

 

数値目標② 子供と向き合う時間の確保 

令和５年度末までに、「きずなの日」を年間２０回以上実施している学校の割合を

１００％にする。 

《山梨県教育振興基本計画（以下、「教育振興基本計画」という。）における目標：令和１年度

～令和５年度》 

※令和６年度から、教育振興基本計画（令和 1 年度～令和 5 年度）の改定に伴い次のように変更 

・旧取組方針策定時の目標を見直し、取組達成年度を、令和１０年度末までに変更 

・「定時退校日」を新たに加えた内容に変更 

〈きずなの日の実施状況〉 

※目標回数を実施できた学校の割合 

※平成２９年度「年間１２回以上」、平成３０年度以降「年間２０回以上」 

※令和６年度以降、「きずなの日」とともに「定時退校日」の実施状況について設定 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

公立小中学校 
－ 

〈２４.５％〉 

－ 

〈２６.１％〉 

７.９％ 

〈２６.４％〉 

６.６％ 

〈２３.５％〉 

６.４％ 

県 立 学 校 
－ 

〈２１.８％〉 

－ 

〈２４.９％〉 

４.８％ 

〈１９.９％〉 

４.７％ 

〈１８.０％〉 

４.２％ 

県 全 体 
－ 

〈２３.６％〉 

－ 

〈２５.７％〉 

６.９％ 

〈２４.４％〉 

６.０％ 

〈２１.８％〉 

５.８％ 

 平成 30 年度 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 

公立小中学校 ４３.６％ ６８.４％ ５３.３％ ８７.８％ ９４.３％ １００％ １００％ 

県 立 学 校 ７６.６％ ８９.４％ ８３.７％ ８７.５％ ９３.３％ １００％ １００％ 

「月当たりの正規の勤務時間が 80 時間を超過した教育職員」の解釈については、年間の状況をより実態に即し

て示すために、令和 5 年度より年平均の考え方を用いている。（令和 4 年度を基準年とする。） 

 ・旧総合計画での解釈 →月 80 時間を一度でも超過した教育職員の割合 

 ・総合計画での解釈  →月 80 時間を超過した教育職員の月ごとの平均的な割合 

                算出方法（月 80 時間超過者数の年間合計／年間の延べ教育職員数) 

２．令和３年策定の取組方針の振り返り  
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数値目標③ 部活動における教員の負担軽減 

令和５年度末までに、平日 1 日と土日どちらか 1 日を休養日としている部活動の顧

問の割合を中学校で１００％、高等学校で９０％以上にする。 

《教育振興基本計画における目標：令和１年度～令和５年度》 

※令和６年度から、教育振興基本計画（令和 1 年度～令和 5 年度）の改定に伴い次のように変更 

・旧取組方針策定時の目標を見直し、取組達成年度を、令和１０年度末までに変更 

・中学校、高等学校ともに目標を１００％に変更 

表１〈平日 1 日を休養日としている顧問の割合〉 

表２〈土日のいずれか 1 日を休養日としている顧問の割合〉 

※表１､２：令和５年度までの公立中学校の目標値１００％  高等学校の目標値９０.０％ 

※表１､２：令和６年度以降、高等学校の目標値１００％に設定 
 

参考 

➢ 時間外在校等時間が月８０時間を超

過する教育職員は、減少傾向にある。 

➢ 小学校よりも、中学校の方が、時間外

在校等時間が月８０時間を超過する

教育職員の割合が高い。 

➢ 年間のうち、４月～６月と９月～１０

月は、学校の繁忙期であり、全校種と

も時間外在校等時間が増加する傾向

にある。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 平成 30 年度 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 

公 立 中 学 校 ８０.４％ ８６.０％ ８４.５％ ８９.６％ ９１.１％ ９４.８％ １００％ 

高 等 学 校 ７９.０％ ７９.４％ ８１.３％ ８５.０％ ８３.８％ ８６.９％ ８７.９％ 

 平成 30 年度 令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 令 和 ６ 年 度 

公 立 中 学 校 ９３.２％ ９６.５％ ９８.１％ ９６.１％ ９７.２％ １００％ １００％ 

高 等 学 校 ８０.９％ ８４.２％ ８５.８％ ８７.９％ ８６.７％ ９０.６％ ８７.１％ 
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・働き方改革に対する個人の取組状況が、管理職と他の教職員とで異なっていること

から、すべての教職員が主体的に取り組んでいく必要があること。 

・所属校において取組の成果を実感している教職員が少ないことから、取組結果を可

視化する等、成果を実感できる取組の工夫が必要であること。 

・ワーク・ライフ・バランスが取れていないと感じている教職員が多いことから、教職

員の健康管理の徹底や、働きがいを感じながら安心して働ける職場づくりが求めら

れること。 

取組の総括 

◆県教育委員会、市町村(組合)教育委員会及び学校が、それぞれの立場で、取組方針を

有効に活用し、記載されている具体的な役割や取組内容を踏まえ、実情に応じながら

着実に取組を進めてきた。その結果、長時間勤務の教員の割合が減少傾向にあり、学

校の働き方改革の向上に一定の成果を上げることができた。 

◆しかし、取組方針に掲げた「月８０時間を超過する教育職員をゼロにする」とする目

標は未だ達成できておらず、また、働き方改革についての教職員の意識等調査の結果

から、自校の働き方改革があまり進んでいないと感じる教職員や、自身のワーク・ラ

イフ・バランスが取れていないとする教職員が多いことも明らかとなった。 

〈意識等調査の結果から〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈学校の働き方改革に対する自身の取組状況〉      〈所属校の働き方改革の進み具合〉 

 

〈自身のワーク・ライフ・バランスの状況〉       〈仕事における「働きがい」の状況〉 

 

 ① ② ③ ④ 

校 長 ６６％ ３３％ １％ ０％ 

副校長・教頭 ５０％ ４４％ ５％ １％ 

教 諭 １９％ ５８％ ２０％ ２％ 

事 務 職 員 ２３％ ５９％ １６％ ２％ 

県 全 体 ２３％ ５７％ １８％ ２％ 

 ① ② ③ ④ 

校 長 ２１％ ５７％ ２２％ ０％ 

副校長・教頭 １４％ ５４％ ２９％ ３％ 

教 諭 ９％ ３６％ ４１％ １４％ 

事 務 職 員 ６％ ４２％ ４３％ １０％ 

県 全 体 ９％ ３８％ ４０％ １３％ 

 ① ② ③ ④ 

校 長 ６０％ ３７％ ３％ ０％ 

副校長・教頭 ３６％ ５７％ ６％ １％ 

教 諭 ２１％ ６１％ １５％ ３％ 

事 務 職 員 １５％ ５７％ ２３％ ５％ 

県 全 体 ２４％ ５９％ １４％ ３％ 

 ① ② ③ ④ 

校 長 ２３％ ６５％ １２％ ０％ 

副校長・教頭 １２％ ５４％ ２８％ ６％ 

教 諭 ９％ ４５％ ３６％ １０％ 

事 務 職 員 １４％ ６１％ １８％ ７％ 

県 全 体 １０％ ４７％ ３４％ ９％ 

①取り組んだ       ②概ね取り組んだ 
③あまり取り組まなかった ④取り組まなかった 

①感じている     ②概ね感じている 
③あまり感じていない ④感じていない 

①取れている     ②概ね取れている 
③あまり取れていない ④取れていない 

①感じている     ②概ね感じている 
③あまり感じていない ④感じていない 
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〈アンケートの記述から ～学校現場が感じていること～ 〉 

以上のことから、引き続き管理職のマネジメントとリーダーシップのもと働き方改

革の取組を進めるとともに、全教職員が働き方改革の担当者として、学校全体が主体

的に取り組んでいくことが重要である。特に、一人ひとりのワーク・ライフ・バラン

スの実現や、やりがいを感じられる職場づくりを行い、「働きやすさ」と「働きがい」

の両立を図ることで、学校のウェルビーイングを高める働き方改革に取り組んでいく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校現場において、業務見直し等の取組を進めてきたが、これ以上の削減は難し

い。 

・コロナ禍以降、教育委員会等が主催する会議や研修等が再開し、開催方法もオンラ

イン実施から参集に戻っているものもあるため、会場への移動に時間がかかってい

る。 

・授業準備や教材研究など、教員が本来担うべき業務に専念できるための環境を更に

整えていく必要がある。 

・学校や教師以外が担うべき業務のための人材確保・業務委託が難しい。 

・依然として部活動指導の負担が大きい。 

・地域移行の進み具合も地域によって差がある。 

・ＩＣＴの活用や校務支援システムの更新により、業務改善を更に進める必要があ

る。 

・学校の働き方改革への保護者や地域の方々の理解･協力が、更に必要である。 

・教職員の安定的な配置・確保による指導体制の充実が必要である。 
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学校の働き方改革の目的 

 

 

 

 

 

目標 

目的を達成するために、 

（Ⅰ）民間ノウハウも活用しながら、学校による主体的な取組をサポートし、【取組の

重点項目】の実践を促すことで、学校・教職員の業務内容の見直しや教職員の長時

間勤務の状態を改善し、教職員が本来の業務に専念できる環境を整える。 

（Ⅱ）「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教

育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指

針」（以下「指針」という）及び「山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等

に関する方針」を履行し、次の数値目標の達成を目指す。 

① 時間外在校等時間の縮減 

ア 令和８年度末までに、時間外在校等時間が月８０時間を超える教育職員を

ゼロにする。《山梨県総合計画における目標》 
 

イ 令和１１年度末までに、時間外在校等時間が月４５時間を超える教育職員

をゼロにする。【新】 

ウ 令和１１年度末までに、平均の時間外在校等時間を月３０時間に縮減する。 

② 子供と向き合う時間の確保 

令和１０年度末までに、「きずなの日」と「定時退校日」をそれぞれ年間２０

回以上実施している学校の割合を１００％にする。《山梨県教育振興基本計画に

おける目標》 
※「定時退校日」については、「きずなの日」と同日設定も可 
※「きずなの日」には、放課後に部活動や会議等を実施せず、教員が児童生徒と向き合う時間を創 

○ 学びが充実 

○ 可能性が開花 

○ 健やかな成長 

学校の働き方改革 

みんなのウェルビーイングの実現 

○ 日々の生活や教職人生を豊かに ○ 自らの人間性･創造性･専門性を高める 

○ ワーク・ライフ・バランスの実現   ○ 心身の健康保持 

○ 子供と向き合う時間の確保     ○ 働きやすさと働きがいの両立 

教
職
員
の 

 

よ
り
よ
い 

 
 

教
育
の
実
現 

子
供
の 

３．目的・目標等  

○ 全員が担当者である学校の働き方改革により、子供たちへのよりよい教育を実現

教職員と子供たち、みんなのウェルビーイングを実現 

○ 前例踏襲をよしとせず、教職員の働き方を絶えず柔軟に見直し、修正主義で改善

し続けていくことで、日々の生活や教職員人生を豊かにし、自らの人間性・創造性・

専門性を高めていく。 
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出するとともに、定時以降早めに退校することを管理職が教職員に促す。毎月２回、原則第一、 

第三月曜日に設置。年間２０回以上実施 

③ 部活動における教員の負担軽減 

令和１０年度末までに、週当たり平日 1 日と土日どちらか 1 日を休養日とし

ている部活動の顧問の割合を中学校、高等学校ともに１００％にする。《山梨県

教育振興基本計画における目標》 

④ 一人ひとりの主体的な取組の推進 

令和１１年度末までに、自身の働き方を見つめ直し、自分事として取り組ん

でいる教職員の割合を１００％にする。 

⑤ 働きがいの向上 

仕事に対して働きがい（充実感・満足感・意欲等）を感じている教職員の割合

を１００％にする。 

 

 

 

取組の重点項目 

 

 

 

 

 

 

※ 取組内容の詳細は、Ｐ１３以降の『５．学校の働き方改革推進の具体的な取組

内容と取組主体』に記載 

取組の期間 

令和７年度から令和１１年度までの５年間とする。 

※次の山梨県教育振興基本計画の策定・改訂（令和１０年度）を考慮 

取組の追加・変更・見直し 

取組方針は、国の新たな動きや、目標の達成状況の検証等を踏まえ、適宜、必要な

取組の追加・変更・見直しを行う。(令和 9 年度に検証･見直し) 

※①の数値目標については、令和９年度以降に改定される山梨県総合計画を踏まえた目標を設定す

ること。 

※②③の数値目標ついては、令和１１年度以降に改定される山梨県教育振興基本計画を踏また目標

を設定すること。 

 

① 勤務状況の見える化・勤務時間管理の徹底 

② 勤務時間・健康管理を意識した働き方の徹底 

③ 民間ノウハウの活用・学校の自律自走 

④ 校務の改善・効率化・明確化 

⑤ 部活動の地域展開・部活動指導の負担軽減 

⑥ ＰＴＡ・地域・関係諸団体との連携 

★ 働き方改革により教職員の余白の時間を生み出し、子供主体の授業へ

の改善・効果的な教育活動を推進 
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県教育委員会 

１ 「山梨県公立学校働き方改革推進委員会」における取組方針の進捗管理 

（１）推進委員会において、この取組方針を進捗管理し、教員の勤務実態を踏まえ、

働き方改革を図るための取組の推進について検討する。 

（２）取組方針に基づいた各取組主体の計画による取組状況や達成状況を把握・検

証し、この取組方針の見直し等に継続的に取り組む。 

（３）必要に応じて、推進委員会に業務改善や部活動の負担軽減等、特定課題につ

いて検討するワーキングを設置し、協議内容を推進委員会に報告する。 

（４）推進委員会における検討内容や、取組状況・達成状況を県教育委員会のホー

ムページに掲載する。 

（５）学校の働き方改革の効果的な取組について、各市町村（組合）教育委員会や

各学校に情報提供する。 

２ 「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表 

（１）業務量管理・健康確保措置実施計画においては、目標、内容、その他必要な

事項について定める。 

（２）業務量管理・健康確保措置実施計画を策定又は変更したときは、公表および

総合教育会議に報告する。 

（３）毎年度、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、

総合教育会議に報告する。 

※なお、国の指針に沿って改定した本取組方針をもって、山梨県立学校業務量

管理・健康確保措置実施計画とする。 

３ 県立学校への指導･支援 

（１）学校の働き方改革推進のための組織設置に対して指導・支援を行う。 

（２）民間ノウハウを活用した校内ワークショップの実施に対して指導・支援を行

う。 

（３）学校訪問時等に、所属職員の勤務状況や校内ワークショップによる取組の進

捗状況等について指導・助言又は援助を行う。 

（４）学校運営協議会で承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方

針に、各校における業務量管理・健康確保措置実施計画の実施内容を含める

ことに対して指導・助言を行う。 

４．各取組主体の推進体制と役割、進捗管理  



11 

 

４ 市町村（組合）教育委員会への指導・助言又は援助等 

（１）業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関

し必要な指導・助言又は援助を行う。 

（２）学校における働き方改革推進のための組織設置に対して指導・助言又は援助

を行う。 

（３）取組方針に基づいて各市町村（組合）教育委員会が取り組まれる内容の進捗

状況等について、指導・助言又は援助を行う。 

教育事務所 

１ 市町村（組合）教育委員会への指導・助言又は援助 

（１）市町村（組合）教育委員会と密接な連携を図り、小中学校の働き方改革推進

が着実に進むよう指導・助言又は援助を行う。 

２ 管内の小中学校の働き方改革推進の指導・助言又は援助 

（１）市町村教育委員会の指導主事等と連携を図り、民間ノウハウを活用した校内

ワークショップの実施に対して指導・助言又は援助を行う。 

（２）学校訪問時等に、各小中学校の所属職員の勤務状況や校内ワークショップに

よる取組の進捗状況等について指導・助言又は援助を行う。 

（３）モデルとなる事例等については、学校訪問等を通じ管内の小中学校に普及す

る。 

市町村（組合）教育委員会 

１ 「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表 

（１）業務量管理・健康確保措置実施計画を策定する。 

（２）業務量管理・健康確保措置実施計画においては、目標、内容その他必要な事

項について定める。 

（３）業務量管理・健康確保措置実施計画を策定又は変更したときは、公表及び総

合教育会議に報告する。 

（４）毎年度、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表するとともに、

総合教育会議に報告する。 

２ 学校の働き方改革推進のための組織づくりと取組方針等の策定・改訂 

（１）県教育委員会の組織体制を参考に、学校における働き方改革推進のための委

員会等の組織を設置する。 

（２）各市町村（組合）の現状と課題を踏まえ、取組方針に沿った取組方針を策定・
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改訂し、実効性のある取組を進める。 

（３）各市町村（組合）の「教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」を策定

し、教育職員の業務量の適切な管理を行い、在校等時間の上限が守られるよ

う取組を進める。 

３ 管下の小中学校への指導・支援 

（１）学校の働き方改革推進のための組織設置に対して指導・支援を行う。 

（２）教育事務所の指導主事等と連携を図り、民間ノウハウを活用した校内ワーク

ショップの実施に対して指導・支援を行う。 

（３）学校訪問時等に、各小中学校の所属職員の勤務状況や校内ワークショップに

よる取組の進捗状況等について指導・助言又は援助を行う。 

（４）モデルとなる事例等については、学校訪問等を通じ管下の小中学校に普及す

る。 

学校 

１ 「業務量管理・健康確保措置実施計画」を踏まえた改善 

（１）学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が、業務量

管理・健康確保措置実施計画に適合するものとする。 

（２）学校運営協議会で承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方

針に、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施内容を含める。 

 

２ 学校の働き方改革推進のための組織づくり 

（１）県教育委員会の組織体制を参考に、学校における働き方改革推進のための委

員会等の組織を設置する。 

３ 学校の働き方改革の推進 

（１）管理職のマネジメントとリーダーシップのもと、すべての教職員が、取組方

針に基づく取組や校内ワークショップを踏まえた取組を主体的に実行し、Ｐ

ＤＣＡサイクルにより改善を図る。 
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県：県教育委員会  事：教育事務所  セ：総合教育センター  地：市町村（組合）

教育委員会  学：学校  教：教職員 「○」：取組主体 「・」：指導･助言･支援 

具体的な取組内容 取組の主体 

１．勤務状況の見える化・勤務時間管理の徹底 県 事 セ 地 学 教 

 
 

 
 

① 勤務状況の見える化実施 

ア）業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表（Ｒ８年度～） 

 ・業務量管理・健康確保措置実施計画の策定に関わって、県は市町村（組

合）教育委員会へ指導助言を行う。 

 ・県は自身（山梨県教育委員会）の働き方改革を推進するとともに、市町村

（組合）教育委員会における働き方改革に対して伴走支援を行う。 

○ ・  ○   

 イ）業務量管理・健康確保措置実施計画の内容及び実施状況の総合教育

会議への報告（Ｒ８年度～） 
○ ・  ○   

 ウ）学校は学校運営協議会等で各教育委員会の定める業務量管理・健康

確保措置実施計画について、説明し理解を求める。 
・ ・  ・ ○  

 

エ）保護者や地域に自校の教員の長時間勤務の状況を公表 ・ ・  ・ ○  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

② 勤務時間管理の徹底 

ア）ＩＣＴの活用等による客観的・適切な計測（含：遠足等の校外での職務） ・ ・  ・ ○  

イ）勤務実態に基づく正確な時間を記録することを徹底 ・ ・  ・ ○ ○ 

ウ）業務の持ち帰りを行わないことを徹底 ・ ・  ・ ○ ・ 

エ）「上限方針」を踏まえた取組の推進 ○ ・  ○ ○ ○ 

 
 

 
 

③ 学校閉庁日の設定 指針（10） 

ア）学校閉庁日の設定及びまとまった年次有給休暇の取得を含めた、休

暇取得の促進  

○ ・  ○ ○ ・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

④ ｢きずなの日｣の着実な推進 

ア）「きずなの日」における早めの退校の促進 ・ ・  ・ ○ ・ 

イ）原則、第一・第三月曜日に｢きずなの日｣を年間２０回以上実施 ・ ・  ・ ○  

 

       

５．学校の働き方改革推進の具体的な取組内容と 

取組主体 

 

凡 例 
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⑤ 定時退校日及び退校時間の設定   

ア）定時退校日を年間２０回以上実施（「きずなの日」と同日も可） ・ ・  ・ ○  

イ）最終退校時刻の設定・実施（遅くとも○○時まで等） ・ ・  ・ ○  

ウ）勤務時間外での保護者等の連絡体制の整備（留守番電話や SNS 等） 

指針（3）へ 
○ ・  ○ ○  

 
 

 
 

 
 

⑥ １年単位の変形労働時間制についての検討 

ア）国及び他都道府県の動向を注視した制度運営上の課題の検討 ○      

        

具体的な取組内容 取組の主体 

２．勤務時間･健康管理を意識した働き方の徹底 県 事 セ 地 学 教 

  

  

  

  

  

  

  

① 教職員の健康サポート・教職員の健康管理の推進 

ア）ストレスチェック・定期健康診断等の実施 指針（8） ○ ・  ○ ○  

イ）所属長等の助言によるラインケアの推進 ○ ・  ○ ○  

ウ）教職員自らの健康管理と安全管理についての意識改革 ○ ・  ・ ○ ○ 

エ）長時間勤務者の報告による産業医等の面接による指導・助言指針（6） ○ ・  ○ ○  

オ）心身の健康相談窓口等の設置と効果的な活用の推進 指針（9） ○ ・  ○ ・  

カ）メンタルヘルスに関する研修の実施 ○ ・ ○ ○ ・  

 ② 効果的な勤務時間の割り振り 

 ア）必要に応じた時差出勤の活用と、効果的な勤務時間の割り振りの検

討・実施 指針（11） 
・ ・  ・ ○  

 ③ 勤務間インターバルの検討・実施 

 ア）睡眠時間の確保等、勤務間インターバルの確保の趣旨の浸透（１１時

間を確保）指針（7） 
○ ・  ○ ○  

 イ）勤務間インターバルの確保のための校内体制の検討・実施 ○ ・  ○ ○  

 

具体的な取組内容 取組の主体 

３．民間ノウハウの活用・学校の自律自走 県 事 セ 地 学 教 

 

① 学校による主体的な取組の推進 

ア）校内ワークショップの実施（民間ノウハウの活用） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

イ）ＰＤＣＡによる取組の実行・改善・強化 ・ ・  ・ ○  

 ② 管理職のマネジメント力の向上・リーダーシップの発揮 

 ア）管理職対象の働き方改革に係る研修会の実施 ○ ・ ○ ○   
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 イ）管理主事・指導主事等の学校訪問時の指導・助言 ○ ○ ○ ○   

 ウ）所属職員の在校等時間等の適切な把握 ・ ・  ・ ○  

 エ）自校の重点目標や経営方針に働き方改革の内容の明記 ・ ・  ・ ○  

 オ）校長のリーダーシップによる教職員のアイデアを活かした取組実行     ○  

 カ）前例踏襲ではない、所属職員の業務内容や勤務状況を踏まえた改善 ・ ・  ・ ○  

 キ）学校の働き方改革に関する観点の学校評価への位置付け ・ ・  ・ ○  

 
ク）学校評価に基づく学校運営の改善措置への業務量管理・健康確保措置

実施計画の反映（Ｒ８年度～）指針（3）ト 
・ ・  ・ ○  

 
ケ）所属職員の主体的な取組を促し、働きやすさと働きがいの両立する職

場づくりを推進 
・ ・  ・ ○  

 ③ 一人ひとりの教職員による働き方の見直し･意識改革 

 ア）教職員へ取組方針を周知し、働き方改革の目的や取組を確認 ・ ・  ・ ○ ○ 

 イ）教職員間での課題意識の共有と、削減する業務の洗い出し ・ ・  ・ ○ ○ 

 ウ）長時間勤務の縮減や業務改善の観点を自己観察書に明記 ・ ・  ・ ○ ○ 

 エ）自身の働き方を見つめ直し、自分事として働き方改革の取組を実行     ・ ○ 

 

具体的な取組内容 取組の主体 

４．校務の改善･効率化･明確化 県 事 セ 地 学 教 

 
 

 
 

 

① 業務の役割分担の見直しと適正化 

ア）「学校と教師の業務の３分類１９項目」についての取組の更なる推進 ○ ・  ○ ○  

   ② 行事・会議等の精選・重点化 

 ア）学校行事・会議の精選、大胆な見直し 指針（3）ロ ・ ・  ・ ○  

 イ）委員会・校務分掌等の組織の統一や見直し、大胆な業務効率化 ・ ・  ・ ○  

 ③ 教育委員会が主催する会議・研修会の見直し 

 ア）会議の削減やオンラインとの併用による効率化と負担軽減 ○ ○ ○ ○   

 イ）県と市町村（組合）教育委員会等で重複した研修の整理･精選 ○ ○ ○ ○   

 ウ）研修報告書等の簡素化 ○ ○ ○ ○   

 
④ 学校現場への文書半減プロジェクト（学校の文書事務の縮減・団体からの児童生徒の作品募

集について学校の負担軽減） 3 分類⑥関係 

 
ア）他部局や他団体への継続した働きかけ（募集・案内チラシの一律配付

をせず） 
○ ○ ○ ○   

 イ）調査の内容、頻度、方法の大胆な見直しや縮減 ○ ○ ○ ○   

 ウ）学校現場の負担軽減に資するための取組方法等の適宜見直し ○ ○ ○ ○   
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 エ）作品募集に係る学校の負担軽減について、募集団体への周知【新】 ○   ○ ○  

 

⑤ ＩＣＴ等を活用した業務改善 3 分類⑦⑮⑯関係 

ア）学校事務の一層の効率化（統合型校務支援システム等の活用） ・ ・  ・ ○  

イ）チャット機能の活用（校内の連絡・情報共有・データ配付等） ・ ・  ・ ○  

ウ）共同編集やアンケート機能の活用（日程調整や集計、資料作成） ・ ・  ・ ○  

エ）e-ラーニング等によるオンデマンド型研修会の推進 ・ ・ ○ ・ ・  

オ）会議や研修の目的にあわせたオンラインの活用による効率化 ・ ・ ・ ・ ○  

カ）ＩＣＴの効果的な活用（教材等の共有化、デジタル教材の活用、小テ

ストの作成・採点及び評価等） 
・ ・  ・ ○  

 
キ）業務のデジタル化による、従来の業務手順などの見直しによる校務

DX を通じた働き方の改善 
・ ・  ・ ○ ・ 

 

⑥ 外部人材の確保・活用 3 分類⑤⑦⑧⑭⑮⑯⑰⑱⑲関係 

ア）支援スタッフ、ＳＣ、ＳＳＷ、スクールロイヤー、ＩＣＴ支援員等の

活用 

支援スタッフ・・教材等の印刷、物品準備、採点、提出物の確認、給食

の時間における対応、学校行事の準備運営、進路指導

の準備ほか 

SC、SSW・・・ 支援が必要な児童生徒や保護者への対応ほか 

スクールロイヤー・・法的なアドバイスが必要な事案への相談 

ICT 支援員・・・ 学校の広報資料･ウェブサイトの作成管理、ネットワ

ーク設備の保守･管理ほか 

○ ○  ○ ○  

イ）人材バンク制度の効果的な活用 ○ ○  ○ ○  

 

⑦ 会計業務の管理に係る検討 3 分類③関係 

ア）給食費の公会計化の導入・活用の更なる推進 ○ ・  ○ ・  

イ）学校徴収金徴収業務の効率化の推進 ○ ・  ○ ○  

 
⑧ 若手教員のサポート 指針（3）ホ 

ア）管理職の声かけや、教材の共有・ＯＪＴによる若手教員の育成 ・ ・  ・ ○  

 イ）小中学校におけるアドバンスティーチャーの活用 ○ ・  ○ ○  

 

⑨ 事務職員と教員の連携・協働の推進 3 分類⑰関係 

ア）事務職員の専門性を生かした、学校運営における教員との連携・協働 

 広報資料・ウェブサイトの作成管理 学校行事の準備運営 ＩＣＴ機

器・ネットワーク設備の保守・管理 調査・統計への回答 

・ ・  ・ ○ ・ 
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具体的な取組内容 取組の主体 

５．部活動の地域展開・部活動指導の負担軽減 3 分類⑬関係 県 事 セ 地 学 教 

 

① 休日の部活動の地域展開（中学校） 

ア）休日部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行の促進 ○ ・  ○   

 

イ）地域クラブ活動の指導者の配置促進 ○ ・  ○   

 

② 部活動指導員等外部人材の活用 

 

ア）部活動指導員の確保と配置（中学校） ○ ・  ○ ○  

 

イ）運動部活動等外部指導者の配置促進 ○ ・  ○ ○  

 

③ 学校部活動に関する総合的なガイドラインの遵守 

 

ア）「学校の部活動に係る活動方針」の策定・公表 ○ ・  ○ ○  

 イ）「学校の部活動に係る活動方針」に基づいた、年間活動計画並びに毎

月の活動計画及び活動実績の作成 
○ ・  ○ ○  

 

ウ）指導・運営に係る体制の構築 ・ ・  ・ ○  

 

エ）合理的でかつ効率的･効果的な活動の推進 ・ ・  ・ ○  

 オ）学期中は、週当たり 2 日以上の休養日を確保（平日は少なくとも 1

日、土日は少なくとも 1 日以上） 

・ ・  ・ ○  

 カ）長くとも平日では 2 時間程度、学校の休業日は 3 時間程度の活動時

間の設定 
・ ・  ・ ○  

 

キ）参加する大会や練習試合、コンクール等の見直し ・ ・  ・ ○  

 ク）県小中体連、県高体連、県高文連、県高野連等の関係機関に対する「学

校部活動等に関する総合的なガイドライン」の徹底要請 
○ ・  ○   

 
④ 大学との連携による地域展開の推進 

 

ア）大学と連携した指導者の育成 ○      

 

具体的な取組内容 取組の主体 

６．ＰＴＡ・地域・関係諸団体との連携 県 事 セ 地 学 教 

 

① コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 

ア）学校運営協議会等を通じた、教職員の働き方をサポートするための連

携・協働した取組の実施 
・ ・  ・ ○  

イ）学校職員以外の地域学校協働活動推進員等による地域人材等との連絡

調整役の設置 3 分類④関係 
○ ・  ○ ○  
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ウ）地域人材によるボランティアの活用 3 分類①⑪⑫関係 

・登下校時の通学路における日常的な見守り活動 

・児童生徒の学習活動や休み時間のサポート 

・校内清掃への支援 など 

・ ・  ・ ○  

 

② ＰＴＡ・保護者・地域の理解を求める取組の実施 

 

ア）自校の働き方改革の取組をＰＴＡ総会、学校評議員会等で説明、及び

学校運営協議会で承認 

・ ・  ・ ○  

イ）放課後・夜間の校外の見回りや、児童生徒が補導された際の警察での

引き取りは、指導に関し緊急な措置を要する特別な場合を除き、学校の

対応としない【新】 3 分類②関係 

・ ・  ・ ○  

 ウ）県立学校に係る「関係者からの過剰な要求等への対応方針」の周知、

及び市町村（組合）教育委員会への情報提供【新】3 分類⑤関係 

○   ・   

 

③ 関係諸団体との連携 

ア）関係諸団体が主催する会議、研修、調査、大会、出品等の削減や縮減

に向けた働きかけ 
○ ・  ○ ・  

 

具体的な取組内容 取組の主体 

★ 働き方改革により教職員の余白の時間を生み出し、子供主体の授

業への改善・効果的な教育活動を推進 
県 事 セ 地 学 教 

 

① 少人数教育の推進 指針（4） 

ア）教員が余裕をもってきめ細かな指導ができるように、少人数教育を推

進（小中学校） 
○      

 
② 教育課程の工夫・見直し 指針（3）イ、ハ 

 

ア）日課表や授業時数の工夫・見直し等の積極的な取組実施 ・ ・  ・ ○  

 

③ 小学校教科担任制の拡大 

 

ア）授業の質の向上のための小学校教科担任制による授業準備の効率化 ・ ・  ・ ○  

 

④ チーム担任制の検討 

 

ア）学級運営や事案対処に複数人で対応する体制づくりの検討 ・ ・  ・ ○ ・ 
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○取組の着実な実行を図るため、県立学校や小中学校の在校等時間の状況を把握し、

県教育委員会の HP で公表するとともに、毎年度、総合教育会議に報告する。 

○山梨県公立学校働き方改革推進委員会において、取組の進捗状況を共有･検討し、よ

り効果的な取組となるよう改善を図る。 

○県教育委員会は県立学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見られる

ときは、当該学校に聞き取り・指導等を行う。特に、時間外在校等時間が長時間と

なっている教育職員がいる学校には、当該年度中に速やかに状況が改善されること

を目指し、当該学校に対する個別の支援･指導を実施する。 

○各学校における働き方改革の取組が進むよう、教育委員会として様々な機会を捉え

て本計画の周知を行うとともに、働き方改革に関する研修やワークショップを実施

するなどプッシュ型で支援する。 

○各学校においては、校長をはじめとした管理職のリーダーシップのもと、学校運営

協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づき、教職員の働き方改革に向け

た取組を実施する。 

○長期休業中の児童生徒の作品募集依頼については、関係諸団体に働きかけ個人応募

を原則とし、作品選考やとりまとめを学校に任せることがないよう、学校の負担軽

減を図る。 

○県教育委員会は保護者・県民に向けた学校の働き方改革への理解を求めるメッセー

ジを HP で発信する。 

 

 

 

６．関連する取組、今後のフォローアップ  
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概要 

学校ごとに進める取組 

○ 学校の働き方改革についての校内ワークショップを開催する。 

○ 校内ワークショップを踏まえた具体的な改善策に取り組む。 

○ 取組状況を確認しながら、適宜、取組方法等を見直して改善をはかる。 

目的 

○ 学校の主体的な取組をサポートし、学校が自律・自走できるようにする。 

○ これまでの常識や慣習にとらわれることなく、思考を大胆に転換させて、教職員

同士が本音で対話することで、具体的な解決策を話し合い、柔軟に学校の業務や働

き方を見直す機会とする。 

考え方 

（１）県・市町村教育委員会の指導主事等（※）が、県内の公立小・中学校、県立学校

等に出向き、校内ワークショップを実施する。 

（２）校内ワークショップを参観した他校の管理職が、指導主事等に代わって自校のワ

ークショップを独自に開催したり、校内ワークショップ経験者が他校のワークショ

ップを開催したりすることを奨励し、県内展開を加速させていく。 

（３）指導主事等が学校に出向いて実施する校内ワークショップについては、令和７年

度から令和９年度までの３年間で県内すべての学校が実施する。 

（４）校内ワークショップで確認した取組を学校が主体的に推進できるよう、指導主事

等による学校訪問等の機会を通じて指導・助言を行い、学校の自律・自走を推進す

る。 

（５）校内ワークショップ実施後は、取組状況等をフォローアップしながら、更に取組

を改善・強化し、取組の成果を最大化する。 

※県・市町村教育委員会の指導主事等は、校内ワークショップの実施に必要なスキルを習得する。 

 

７．学校の働き方改革「校内ワークショップ」  
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進め方 

（１）校内研修の 1 つとして位置付ける。（年間の研修の 1 コマを当てる。） 

（２）教職員全員の参加を原則 

（３）校内ワークショップの進め方は、民間事業者が提供するプログラムの中から、学

校の状況を踏まえて決定 

（４）実施時間は、おおむね６０分～９０分 

（５）実施時期は、４月～２月の期間 

（６）実施回数は、初回（キックオフ）は必須とし、その後は、必要に応じて開催 

（７）校内ワークショップでの話し合いをもとに、具体的な取組内容を決定し、実際に

取組を実施 

※ 取組内容については、教育委員会に報告 

（８）各校の取組については、ＰＤＣＡサイクルにより改善（参考様式：取組シートや

Ｐ１８「セルフチェックシート（学校版）」を適宜、活用） 

（９）校内ワークショップの実施については、目標の達成状況や学校の状況等により、

適宜、見直し 

参考様式 

働き方改革校内ワークショップ 取組シート 

学校名  

記載者 役職  氏名  

実施日 ワークショップ実施 月   日（ ） 取組開始 月   日（ ） 

取組名  

取組内容 
 

 

 

 

自己評価 ～ めざせ！ ５つ星 ～ 

月 日      

月 日      
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※「学校における働き方改革の取組 セルフチェックシート」（学校版）は、各校で、

適宜、様式を変更するなど、ご自由にご活用ください。 

 

学校名

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

①勤務状況の見える化実施 業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況（策定・公表、総合教育会議へ報告、学校運営協議会等で説明）

②勤務時間管理の徹底 客観的計測／正確な勤務時間の記録／持ち帰り仕事を行わない／上限方針（月４５時間・年３６０時間）取組

休暇取得の促進

早めの退校促進／年間20回以上実施

年間20回以上実施／最終退校時刻の設定／時間外の保護者等との連絡体制整備（留守番電話SNS等の活用）

制度運用上の課題検討

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

ストレスチェック等の実施／管理職によるラインケア／産業医の面接指導の実施／メンタルヘルス研修の実施

時差出勤の活用

勤務間インターバルの趣旨の周知／校内体制の検討・実施

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

校内ワークショップの開催／PDCAによる取組の実行・改善・強化

学校経営方針に明記／学校評価での改善に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を反映

取組方針の周知／自己観察書に働き方改革について明記／自分事として実行

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

学校が担うべき業務など、３分類19項目の更なる推進

学校行事・会議等の大胆な見直し／分掌・組織等の思い切った業務効率化

③教育委員会の会議・研修会の見直し オンラインの併用／報告書の簡素化

④学校現場への文書半減プロジェクト 他団体への働きかけ強化／調査等の削減・見直し／募集団体へ負担軽減の周知

⑤ICT等を活用した業務改善 校務支援システムによる事務の効率化／チャットやアンケート機能の活用／オンラインの活用／校務DXの推進

⑥外部人材の確保・活用 支援スタッフ・SC・SSW・スクールロイヤー・ICT支援員等の活用

⑦会計業務の管理の改善 給食費公会計化／学校徴収金徴収業務の効率化

⑧若手教員へのサポート OJTによる若手教員の育成／アドバンスティーチャーの活用

⑨事務職員と教員の連携・協働 事務職員の専門性を生かした学校運営への参画

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

①休日の部活動の地域展開（中学校） 地域連携・地域クラブ活動への移行促進／指導者の配置促進

②部活動指導員等外部人材の活用 部活動指導員の活用／部活動外部指導者の活用

③学校部活動等に関する総合的なガイドラインの遵守 合理的で効率的・効果的な活動／ガイドラインを踏まえた指導（週２日の休養日・平日2時間休日3時間程度）

④大学との連携による地域展開の推進 部活動指導者の育成

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

①コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 学校運営協議会での働き方改革への協力依頼／連絡調整役を地域学校協働活動推進員等の学校職員以外が担う

②PTA・保護者・地域の理解を求める取組の実施 PTA総会等での自校の取組の説明

③関係諸団体との連携 関係団体が主催の会議・研修・調査、大会、出品等の縮減への働きかけ

重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック 重点 チェック

①少人数教育の推進 余裕を持ったきめ細かな指導

②教育課程の工夫・見直し 日課表の工夫／授業時数の点検（年間1,086単位時間以上の場合は見直し）

③小学校教科担任制の拡大 教材研究や授業準備の効率化による教育の質の向上

④チーム担任制の検討 学級運営や事案対処に複数人で対応する体制づくり

R１１

①学校による主体的な取組の推進

②管理職のマネジメント力向上・リーダーシップの発揮

③一人ひとりの教職員による働き方改革の見直し・意識改革

重点項目 ２　【勤務時間･健康管理を意識した働き方の徹底】

R７

②効果的な勤務時間の割り振り

③勤務間インターバルの検討・実施

①教職員の健康サポート・教職員の健康管理の推進

⑤定時退校日及び退校時間の設定

⑥１年単位の変形労働時間制についての検討

③学校閉庁日の設定

④｢きずなの日｣の着実な推進

独自②

独自③

独自④

独自⑤

独自①

★学校独自の取組項目

重点項目 ４　【校務の改善･効率化･明確化】

重点項目 ６　【ＰＴＡ・地域・関係諸団体との連携】

重点項目 ５　【部活動の地域展開・部活動指導の負担軽減】

★働き方改革により教職員の余白の時間を生み出し、子供主体の授業への改善・効果的な教育活動を推進

R７
重点項目 １　【勤務状況の見える化・勤務時間管理の徹底】

重点項目 ３　【民間ノウハウの活用・学校の自律自走】

②行事･会議等の精選・重点化

①業務の役割分担の見直しと適正化

R９ R１０ R１１

R７ R８ R９ R１０ R１１

R８

R８ R９ R１０ R１１

R７ R８ R９ R１０ R１１

R１０ R１１

R７ R８ R９ R１０ R１１

「学校における働き方改革の取組　セルフチェックシート」（学校版）

R７ R８ R９ R１０ R１１

R７ R８ R９ R１０

R７ R８ R９

◆セルフチェックのために、各校でご自由に

ご活用ください。【年度始め】 【年度末】 【次年度に向けて】
①学校独自の取組を記入する。 チェック欄
（校内ワークショップで決まった取組も記入） 「◎」：十分取り組めた

②重点項目の中から、年度ごとに、自校が取り組む項目を決定 「○」：おおむね取り組めた
「△」：あまり取り組めなかった

「★」：本年度取り組む項目 「×」：取り組めなかった
重点欄

→「◎」や「○」が付かない項目は、
まだ改善できる可能性がありますの
で、具体的な対応策を考えて取り組
みましょう。
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＜別記＞ 

 

  

以下の項目は、山梨県立学校業務量管理・健康確保措置実施計画の実効的な取組を推進す

る観点から、山梨県教育委員会及び各県立学校が優先的に取り組む内容を定めたものであ

る。 

 

注：【 】や ア）、イ）、ウ）などの内容は、P13「５．学校の働き方改革推進の具体的な取

組内容と取り組み主体」の「具体的な取組内容」の関連する項目を示している。 

 

（１）県が主体となって進める取組内容 

 【１．③学校閉庁日の設定】 

ア）学校閉庁日の設定及びまとまった年次有給休暇の取得を含めた、休暇取得の促進 

   ⇒連続した学校閉庁日の設定の目安を示すとともに、当該期間中のまとまった年次

有給休暇の取得を促進する。 

 

 【２．①教職員の健康サポート・教職員の健康管理の推進】    

  「山梨県教育委員会心の健康づくり指針」を本計画の健康確保措置における細則として 

位置づけ、以下の取組を重点的に行う。 

 ア）ストレスチェック・定期健康診断の実施 

   ⇒ストレスチェックや定期健康診断を実施し、教職員が自身の健康やストレス状況

を把握するとともに、自ら早期に対処できるよう健康管理の意識改革を行う。 

エ）長時間勤務者の報告による産業医等の面接による指導・助言 

   ⇒長時間勤務によるメンタル不調などを未然に防ぐため、時間外在校等時間が一定

以上の教職員に対し、産業医（衛生管理医）等による面談・指導を受けやすい体制

をつくり、指導に基づく健康管理（睡眠時間の確保含む）の充実を図る。 

  オ）心身の健康相談窓口等の設置と効果的な活用の推進 

   ⇒心身の不安、対人関係、職場のストレス等の悩みについての相談体制を充実させる

とともに、相談窓口等の周知を図る 

 

 【３．①学校による主体的な取組の推進】 

  イ）ＰＤＣＡによる取組の実行・改善・強化 

   ⇒学校訪問を中心とした指導主事による継続的な取組の伴走支援と学校独自の計画

に基づくワークショップの評価 

県立学校の取組内容についての具体と重点 
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【５．③学校部活動に関する総合的なガイドラインの遵守】 

ウ）指導・運営に係る体制の構築 

⇒ガイドラインの遵守に向けた指導・運営に係る体制のあり方について検討 

オ）学期中は週当たり 2 日以上の休養日の確保  

⇒部活動ガイドラインにおける「適切な休養日等の設定」の実施に向けた指導・助言 

 

 

 

 

 

【６．②PTA・保護者・地域の理解を求める取組の実施】 

  イ）放課後・夜間の校外の見回りや、児童生徒が補導された際の警察での引き取りは、

指導に関し緊急な措置を要する特別な場合を除き学校対応としない 

  ウ）県立学校に係る「関係者からの過剰な要求等への対応方針」の周知、及び市町村（組

合）教育委員会への情報提供 

⇒「教育長メッセージ」の発出等を通じた保護者等への周知 

 

（２）学校が主体となって進める取組内容 

 【１．①勤務状況の見える化】 

エ）保護者や地域に自校の教員の長時間勤務の状況を公表 

 【６．②PTA・保護者・地域の理解を求める取組の実施】 

ア）自校の働き方改革の取組をＰＴＡ総会、学校評議員会等で説明、及び学校運営協議

会で承認 

  イ）放課後・夜間の校外の見回りや、児童生徒が補導された際の警察での引き取りは、

指導に関し緊急な措置を要する特別な場合を除き学校対応としないことを周知 

  ウ）県立学校に係る「関係者からの過剰な要求等への対応方針」の周知、及び市町村（組

合）教育委員会への情報提供 

   ⇒県教委が集計した自校の時間外勤務時間の状況及び取組について、学校運営協議

会で報告及び承認を得る。また、PTA 総会で説明もしくは自校のホームページに

掲載する。同時に、取組の一つとして、時間外における補導時の保護者による警察

への対応や、関係者からの過剰な要求等への対応方針（「教育長メッセージ」に掲

載）について、説明または掲載する。 

 

 

 

◆学期中は、週当たり 2 日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも 1 日、土曜日及び日曜

日（以下｢週休日｣という。）は少なくとも 1 日以上を休養日とする。ただし、シーズン期（教

育内大会 4 週間前）の週休日に両日活動する場合には、休養日を他の日に振り替える。 

「やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」より抜粋 
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 【１．⑤定時退校日及び退校時間の設定】 

ア）定時退校日を年間 20 回以上実施（「きずなの日」と同日も可） 

   ⇒年間予定表への位置づけ 

  イ）最終退校時刻の設定・実施（遅くとも○○時まで等） 

   ⇒令和 8 年度中に最終退校時刻を設定し、日課表等（職員室掲示）に記載（見える

化） 

 

 【３．①学校による主体的な取組の推進】 

  イ）ＰＤＣＡによる取組の実行・改善・強化 

   ⇒働き方改革ワークショップ等で職員から出された業務改善アイデアに基づく取組

の実施 

 

 【３．③一人ひとりの教職員による働き方の見直し・意識改革】 

ウ）長時間勤務の縮減や業務改善の観点を自己観察書に明記 

   ⇒業務改善の具体策や数値を用いた目標（退校時刻・月当たりの時間外在校等時間の

上限等）を明記・評価 

 

 【５．③学校部活動に関する総合的なガイドラインの遵守】 

オ）学期中は週当たり 2 日以上の休養日の確保 

   ⇒部活動ガイドラインにおける「適切な休養日等の設定」に則り休養日を設定 

 

 

 

 

  

 

 

◆学期中は、週当たり 2 日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも 1 日、土曜日及び日曜

日（以下｢週休日｣という。）は少なくとも 1 日以上を休養日とする。ただし、シーズン期（教

育内大会 4 週間前）の週休日に両日活動する場合には、休養日を他の日に振り替える。 

「やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」より抜粋 
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（１）これまでの取組経過 

①平成２８年１０月 「教員の多忙化対策検討委員会」設置 
教員が子供と向き合う時間を確保できるよう、教員の多忙化改善

に向けた対策を検討 

②平成２９年３月 「教員の多忙化改善に向けた取組方針」策定 
県教育委員会、市町村（組合）教育委員会、学校において主体的

に業務改善に取り組むための取組方針を策定 

③平成２９年度 

～令和２年度 

取組方針に基づく多忙化改善に向けた取組の実践 
多忙化改善のための組織づくり、改善計画の作成・提出、改善計

画による業務改善の実施・検証、改善計画・達成状況の公表 

④平成３０年３月 「やまなし運動部活動ガイドライン」策定 
生徒にとって望ましい運動部活動の環境を構築するという観点

に立ち、運動部活動を地域、学校等に応じて最適な形で実施するた
めのガイドラインを策定 

⑤令和元年７月 「やまなし文化部活動ガイドライン」策定 
生徒にとって望ましい文化部活動の環境を構築するという観点

に立ち、文化部活動を地域、学校等に応じて最適な形で実施するた
めのガイドラインを策定 

⑥令和２年３月 「山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」策定 
教育委員会が服務を監督するものの業務量の適切な管理その他

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関す
る方針を策定 

⑦令和３年３月 「山梨県の公立学校における働き方改革取組方針」策定 
県教育委員会、市町村（組合）教育委員会、学校において主体的

に業務改善に取り組むための取組方針を策定 

⑧令和３年度 

～令和６年度 

取組方針に基づく働き方改革の取組の実践 
組織づくり、アクションシートの作成・提出、アクションシート

による業務改善の実施・検証 

⑫令和５年１２月 「やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関
する総合的なガイドライン」策定 

生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことのできる機
会の確保を目指して取り組むためのガイドラインを策定 

⑬令和 7 年 3 月 「山梨県公立学校働き方改革取組方針」改定 

「働き方改革は全員が担当者～みんなのウェルビーイングの実現の
ために～」をテーマに、県教育委員会、市町村（組合）教育委員会、
学校において主体的に業務改善に取り組むための取組方針を策定 

１．これまでの取組経過及び各種調査結果  
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※ 詳しい結果については、右の QRコードより、県 HPに掲載の調査結果をご覧下さい。 

（２）「時間外在校等時間等における業務実態調査」結果概要 

〈長時間勤務を行った教育職員の状況〉 

〈自宅等の学校外で業務を行った教育職員の状況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平日 週休日 

年度 令和２年度 令和６年度 増減 令和２年度 令和６年度 増減 

公立小学校 
割合 ９８．１％ ９８．４％ ＋０．３％ ２１．０％ １２．５％ －８．５％ 

平均時間 ２時間２３分 ２時間１６分 －７分 ２時間４３分 ２時間４９分 ＋６分 

公立中学校 
割合 ９８．６％ ９８．３％ －０．２％ ５８．１％ ５３．４％ －４．７％ 

平均時間 ２時間３１分 ２時間３０分 －１分 ５時間１３分 ５時間０６分 －６分 

県 立 高 校 

全 日 制 

割合 ９７．５％ ９７．６％ ＋０．０２％ ５８．８％ ４７．３％ －６．５％ 

平均時間 ２時間１２分 ２時間１３分 ＋１分 ５時間２２分 ５時間５３分 ＋３０分 

県 立 高 校 

定 時 制 

通 信 制 

割合 ５８．０％ ８７．１％ ＋２９．１％ ９．８％ １１．４％ ＋１．６％ 

平均時間 １時間０２分 ５７分 －５分 ３時間３２分 ２時間４８分 －４４分 

特 別 支 援 

学 校 

割合 ９７．０％ ９６．４％ －０．６％ １２．８％ ８．１％ －４．７％ 

平均時間 １時間４１分 １時間３４分 －７分 ２時間３６分 ２時間０６分 －３０分 

県 全 体 
割合 ９７．２％ ９７．８％ ＋０．６％ ３５．６％ ２８．１％ －７．５％ 

平均時間 ２時間１８分 ２時間１３分 －５分 ４時間３５分 ４時間５３分 ＋１７分 

 

 平日 週休日 

年度 令和６年度 令和６年度 

公 立 小 学 校 
割合 ３７．２％ ２５．９％ 

平均時間 ５４分 １時間４５分 

公 立 中 学 校 
割合 ３０．１％ １９．９％ 

平均時間 １時間０４分 １時間５５分 

県 立 高 校 

全 日 制 

割合 ２５．７％ １５．２％ 

平均時間 １時間０８分 ２時間０８分 

県 立 高 校 

定 時 制 

通 信 制 

割合 １６．４％ ９．３％ 

平均時間 １時間０４分 ２時間０３分 

特 別 支 援 

学 校 

割合 ２６．４％ １５．８％ 

平均時間 １時間０１分 １時間３８分 

県 全 体 

割合 ３１．７％ ２１．０％ 

平均時間 ５９分 １時間５０分 
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〈時間外に行われる業務･･･のべ人数〉 

〈時間外に行われる業務･･･のべ時間〉 

 
 平日 週休日 

 ① ② ③ ① ② ③ 

公立 

小学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（7,149 名） 

朝の業務 
（5,385 名） 

学校経営 
（3,062 名） 

授業準備 
（306 名） 

学校経営 
（139 名） 

学年･学級
経営 

（127 名） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（8,709 名） 

朝の業務 
（4,438 名） 

学年・学級
経営 

（2,918 名） 

授業準備 
（166 名） 

事務その他 
（96 名） 

学年･学級
経営 

（56 名） 

公立 

中学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（3,271 名） 

朝の業務 
（2,804 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（1,836 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（1,006 名） 

授業準備 
（195 名） 

学年・学級
経営 

（77 名） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（3,780 名） 

朝の業務 
（2,085 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（1,811 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（920 名） 

授業準備 
（127 名） 

事務その他 
（90 名） 

県立高校 

全日制 

令和２ 
年度 

授業準備 
（2,745 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（2,282 名） 

生徒指導 
（1,585 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（722 名） 

授業準備 
（120 名） 

その他の 
業務 

（64 名） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（2,714 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（1,911 名） 

朝の業務 
（1,601 名） 

部活動・ク
ラブ活動
（628 名） 

授業準備 
（80 名） 

その他の 
業務 

（70 名） 

県立高校 

定時制 

通信制 

令和２ 
年度 

授業準備 
（140 名） 

学校経営 
（58 名） 

始業前の 
業務 

（56 名） 

学校経営 
（7 名） 

部活動・クラブ活動、授業
準備、始業前の業務（通信

制） （各４名） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（248 名） 

始業前の 
業務 

（132 名） 

学校経営 
（79 名） 

授業準備 
（5 名） 

事務 
（その他） 
（2 名） 

部活動・ク
ラブ活動 
（3 名） 

特別支援 

学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（1,897 名） 

朝の業務 
（796 名） 

学校経営 
（554 名） 

授業準備 
（55 名） 

部活動・クラブ活動、学校
経営 

（各 15 名） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（2,052 名） 

朝の業務 
（957 名） 

事務 
（その他） 
（487 名） 

授業準備 
（29 名） 

学校行事 
（11 名） 

学校経営 
（8 名） 

  平日 週休日 

 ① ② ③ ① ② ③ 

公立 

小学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（8,885：30） 

学校経営 
（3,798：55） 

朝の業務 
（3,176：20） 

授業準備 
（557：44） 

学校経営 
（212：37） 

その他の 
業務 

（157：44） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（9,770：32） 

事務 
（その他） 
（3,287：25） 

学年・学級
経営 

（2,937：23） 

授業準備 
（302：27） 

事務 
（その他） 
（171：36） 

その他の 
業務 

（97：01） 

公立 

中学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（4,304：59） 

学年・学級
経営 

（1,828：49） 

学校経営 
（1,753：30） 

部活動・ク
ラブ活動
（5,057：24） 

授業準備 
（328：54） 

その他の 
業務 

（150：51） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（4,508：00） 

学年・学級
経営 

（1,959：52） 

事務 
（その他）
（1,815：17） 

部活動・ク
ラブ活動
（4,455：56） 

授業準備 
（197：41） 

事務 
（その他） 
（158：03） 

県立高校 

全日制 

令和２ 
年度 

部活動・ク
ラブ活動 
（3,298：42） 

授業準備 
（2,271：08） 

生徒指導
（個別） 

（1,668：44） 

部活動・ク
ラブ活動
（3,891：16） 

その他の 
業務 

（296：45） 

授業準備 
（218：25） 

令和６ 
年度 

部活動・ク
ラブ活動 
（2,896：58） 

授業準備 
（2,471：10） 

生徒指導
（個別） 

（1,270：53） 

部活動・ク
ラブ活動
（3,613：15） 

その他の 
業務 

（343：08） 

授業準備 
（156：50） 

県立高校 

定時制 

通信制 

令和２ 
年度 

授業準備 
（92：01） 

学校経営 
（46：41） 

部活動・ク
ラブ活動 
（45：05） 

部活動・ク
ラブ活動 
（25：00） 

学校経営 
（21：04） 

授業準備 
（5：25） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（153：37） 

学校経営 
（83：53） 

部活動・ク
ラブ活動 
（40：53） 

部活動・ク
ラブ活動 
（21：30） 

授業準備 
（11：29） 

行政・関係
団体・業者
対応(5：15) 

特別支援 

学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（2,145：15） 

学校経営 
（596：01） 

学校行事 
（520：23） 

授業準備 
（107：35） 

部活動・ク
ラブ活動 
（53：24） 

学校経営 
（28：47） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（2,196：16） 

学校行事 
（586：23） 

学校経営 
（461：52） 

授業準備 
（49：17） 

部活動・ク
ラブ活動 
（26：00） 

事務 
（その他） 
（18：10） 

  平日 週休日 

 ① ② ③ ① ② ③ 

公立 

小学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（8,885：30） 

学校経営 
（3,798：55） 

朝の業務 
（3,176：20） 

授業準備 
（557：44） 

学校経営 
（212：37） 

その他の 
業務 

（157：44） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（9,770：32） 

事務 
（その他） 
（3,287：25） 

学年・学級
経営 

（2,937：23） 

授業準備 
（302：27） 

事務 
（その他） 
（171：36） 

その他の 
業務 

（97：01） 

公立 

中学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（4,304：59） 

学年・学級
経営 

（1,828：49） 

学校経営 
（1,753：30） 

部活動・ク
ラブ活動
（5,057：24） 

授業準備 
（328：54） 

その他の 
業務 

（150：51） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（4,508：00） 

学年・学級
経営 

（1,959：52） 

事務 
（その他）
（1,815：17） 

部活動・ク
ラブ活動
（4,455：56） 

授業準備 
（197：41） 

事務 
（その他） 
（158：03） 

県立高校 

全日制 

令和２ 
年度 

部活動・ク
ラブ活動 
（3,298：42） 

授業準備 
（2,271：08） 

生徒指導
（個別） 

（1,668：44） 

部活動・ク
ラブ活動
（3,891：16） 

その他の 
業務 

（296：45） 

授業準備 
（218：25） 

令和６ 
年度 

部活動・ク
ラブ活動 
（2,896：58） 

授業準備 
（2,471：10） 

生徒指導
（個別） 

（1,270：53） 

部活動・ク
ラブ活動
（3,613：15） 

その他の 
業務 

（343：08） 

授業準備 
（156：50） 

県立高校 

定時制 

通信制 

令和２ 
年度 

授業準備 
（92：01） 

学校経営 
（46：41） 

部活動・ク
ラブ活動 
（45：05） 

部活動・ク
ラブ活動 
（25：00） 

学校経営 
（21：04） 

授業準備 
（5：25） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（153：37） 

学校経営 
（83：53） 

部活動・ク
ラブ活動 
（40：53） 

部活動・ク
ラブ活動 
（21：30） 

授業準備 
（11：29） 

行政・関係
団体・業者
対応(5：15) 

特別支援 

学校 

令和２ 
年度 

授業準備 
（2,145：15） 

学校経営 
（596：01） 

学校行事 
（520：23） 

授業準備 
（107：35） 

部活動・ク
ラブ活動 
（53：24） 

学校経営 
（28：47） 

令和６ 
年度 

授業準備 
（2,196：16） 

学校行事 
（586：23） 

学校経営 
（461：52） 

授業準備 
（49：17） 

部活動・ク
ラブ活動 
（26：00） 

事務 
（その他） 
（18：10） 

単位：時間 
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※ 詳しい結果については、右の QRコードより、県 HPに掲載の調査結果をご覧下さい。

→ 

〈自宅等の学校外で行われる業務･･･のべ人数・のべ時間〉 

（３）「学校の働き方改革についての教職員の意識等調査」結果概要 

 

 

 

※教諭（含：主幹教諭、養護教諭、栄養教諭） 

  平日 週休日 

 ① ② ③ ① ② ③ 

公立 

小学校 

のべ人数 
授業準備 
（1,881 名） 

成績処理 
（373 名） 

学年・学級
経営 

（320 名） 

授業準備 
（665 名） 

学年・学級
経営 

（134 名） 

成績処理 
（123 名） 

のべ時間 
授業準備 
（1,478：17） 

学年・学級
経営 

（244：45） 

成績処理 
（243：32） 

授業準備 
（945：18） 

事務 
（その他） 
（165：52） 

学年・学級
経営 

（149：39） 

公立 

中学校 

のべ人数 
授業準備 
（746 名） 

学年・学級
経営 

（129 名） 

成績処理 
（87 名） 

授業準備 
（228 名） 

学年・学級
経営 

（61 名） 

事務 
（その他） 
（53 名） 

のべ時間 
授業準備 
（708：36） 

学年・学級
経営 

（104：40） 

成績処理 
（83：00） 

授業準備 
（362：55） 

学年・学級
経営 

（84：20） 

その他の 
業務 

（80：10） 

県立高校 

全日制 

のべ人数 
授業準備 
（520 名） 

学年・学級
経営 

（49 名） 

その他の 
業務 

（43 名） 

授業準備 
（146 名） 

成績処理 
（21 名） 

部活動・ク
ラブ活動 
（15 名） 

のべ時間 
授業準備 
（516：58） 

その他の 
業務 

（58：30） 

部活動・ク
ラブ活動 
（51：15） 

授業準備 
（248：51） 

成績処理 
（58：05） 

部活動・ク
ラブ活動 
（35：54） 

県立高校 

定時制 

通信制 

のべ人数 
授業準備 
（28 名） 

学習指導 
（6 名） 

成績処理 
（4 名） 

授業準備 
（7 名） 

学習指導、
生徒指導、
学年・学級経
営、その他業
務（各 2 名） 

成績処理 
（3 名） 

のべ時間 
授業準備 
（32：15） 

成績処理 
（10：00） 

学習指導 
（5：30） 

授業準備 
（16：30） 

成績処理 
（5：40） 

学校行事、
その他の業
務(各 4：00) 

特別支援 

学校 

のべ人数 
授業準備 
（318 名） 

学校行事 
（56 名） 

学校経営 
（32 名） 

授業準備 
（109 名） 

学校経営 
（15 名） 

学校行事 
（10 名） 

のべ時間 
授業準備 
（305：43） 

学校行事 
（48：55） 

学校経営 
（32：29） 

授業準備 
（171：50） 

学校経営 
（21：01） 

事務 
（その他） 
（15：25） 

単位：時間 

問）各学校において働き方改革の取組を進めていますが、「教員の働き方改革は全員が担当者である」という認

識のもと、ご自身の働き方を見直すなど、取り組みをされましたか。 

66%

50%

19%
23% 23%

33%

44%

58% 59% 57%

1%
5%

20%
16% 18%

0% 1% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

校長 副校長・教頭 教諭 事務職員 全体

取り組んだ 概ね取り組んだ あまり取り組まなかった 取り組まなかった

〈学校の働き方改革に対する自身の取組状況〉 
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問）自身のワーク・ライフ・バランスの状況はいかがですか。 

 

 

 

 

 

21%

14%
9%

6%
9%

57%
54%

36%
42%

38%

22%

29%

41% 43%
40%

0% 3%

14%
10%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

校長 副校長・教頭 教諭 事務職員 全体

感じている 概ね感じている あまり感じていない 感じていない

問）あなたは、所属校において、学校・教職員の業務内容の見直しや教職員の長時間勤務の状態を改善し、教職

員が本来の業務に専念できる環境を整える「働き方改革が進んだ」と感じていますか。 

23%

12%
9%

14%
10%

65%

54%

45%

61%

47%

12%

28%

36%

18%

34%

0%
6%

10%
7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

校長 副校長・教頭 教諭 事務職員 全体

取れている 概ね取れている あまり取れていない 取れていない

60%

36%

21%

15%

24%

37%

57%
61%

57% 59%

3%
6%

15%

23%

14%

0% 1%
3% 5% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

校長 副校長・教頭 教諭 事務職員 全体

感じている 概ね感じている あまり感じていない 感じていない

〈自身のワーク・ライフ・バランスの状況〉 

〈所属校における働き方改革の進み具合についての感じ方〉 

問）あなたは、仕事から得られる充実感や満足感、仕事に対して積極的に取り組もうとする意欲等、いわゆる「働

きがい」を感じていますか。 

〈仕事における「働きがい」の状況〉 
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（４）各取組主体の主な意見 

取組方針の中で特に役に立った取組 

１ 勤務時間管理の徹底及び適切な勤務時間の設定 

➢ 学校閉庁日の設定や定時退校日の設定が効果的 

➢ 留守番電話の設置や効果的な勤務時間の割り振りが有効 

➢ 各学校の実情を踏まえた行事や会議等の見直し 

２ 勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の徹底 

➢ 管理職のマネジメント力とリーダーシップの発揮が重要 

➢ 長時間勤務者の報告と産業医等の面接指導の実施 

➢ 「きずなの日」の設定と着実な推進が定着 

➢ 一人ひとりの教職員による働き方改革の見直しと意識改革 

３ 外部人材の活用 

➢ 生徒指導や保護者対応でのＳＣやＳＳＷとの連携や、支援スタッフ、ＩＣＴ支

援員の活用 

４ ＩＣＴ等の校務活用による業務改善 

➢ 情報の共有、資料のペーパーレス化、データによる文書管理の推進 

➢ ＩＣＴ等の活用による会議の効率化や業務の見直しが効果的 

➢ オンライン会議・研修等の適正実施 

５ ＰＴＡ・地域・関係諸団体との連携 

➢ ＰＴＡ・保護者・地域の理解を求める取組が有効 

➢ 学校運営協議会での協力依頼 

６ 部活動運営の適正化・部活動指導の負担軽減 

➢ 部活動指導員の積極的な活用が効果的 

➢ 部活動運営の適正化及び地域部活動の推進 

◆全体的に、ＩＣＴの校務活用や教職員一人ひとりの働き方改革の取組の重要性が強

調されている。また、勤務時間管理や健康管理の徹底、部活動運営の適正化等、基

本的な取組への評価が高い。 

取組方針の取組以外で有効だと思われる取組 

１ 教育課程の見直しや学校運営の工夫 

➢ 「文書処理日（仮称）」や「業務遂行日（仮称）」の設定 

➢ 日課表見直しによる放課後確保（中学校４５分授業、小学校４０分授業） 

➢ 教育課程の工夫・見直し（授業時数・持ち時間数の見直し） 

➢ 教科担任制やチーム担任制の導入・拡大 

２ ＩＣＴの校務活用 

➢ チャット機能を活用した教職員間の連絡・情報共有・会議削減 

➢ ＡＩを活用した採点作業や時間割作成が効果的 

➢ リモート勤務の導入 

➢ フルクラウド型校務支援システムとネットワーク統合による業務効率化 
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３ ＰＴＡ・地域との連携 

➢ ＰＴＡや地域、関係団体等と連携した業務改善（会議等の削減・縮小の取組） 

４ その他 

➢ 教員の確保、教員定数の確実な配置 

➢ ボランティア、業務の外部委託や人材バンクの活用 

➢ 労働安全衛生に関して職員の健康管理の取組 

◆全体的に、教員の確保、教育課程の改善、ＩＣＴの更なる校務活用を有効ととら

えている。また、ＰＴＡや地域との連携も重要な要素として評価が高い。 

働き方改革の取組についての課題等 

１ 勤務時間と業務の見直し 

➢ 勤務時間管理と業務削減・効率化はセット 

➢ これ以上の削減は難しい。 

➢ 校務分掌の見直し等、業務の役割分担と適正化が必要 

２ 働き方改革の意識改革と実践 

➢ 教職員一人ひとりの働き方改革への意識改革のいっそうの推進 

➢ 各校の良い取組を共有し、積極的に取り入れる姿勢が重要 

➢ 精神的な負担の軽減も重視する必要がある。 

３ 外部人材の活用と地域連携 

➢ 学校や教師以外が担うべき業務についての人材や委託先が不足 

➢ ＰＴＡ、保護者や地域の理解と協力がいっそう重要 

➢ 外部人材・ボランティア等の不足が課題 

４ ＩＣＴの活用と校務支援システムの改善 

➢ 校務支援システムの改善が必要 

➢ ＩＣＴの活用を進めるための操作方法や変更への対応について、スキルを習得

するための負担が大きい。 

５ 部活動指導の負担軽減と部活動運営の適正化 

➢ 朝練や練習終了時刻の変更、試合の制限等、部活動運営や指導の見直し 

➢ 会議、大会運営や引率等、競技団体への積極的な働きかけ 

➢ 部活動の一刻も早い地域への移行 

６ 教育委員会の役割と会議等の見直し 

➢ 教育委員会主導による取組の実施 

➢ 教育委員会主催の会議や研修、調査・報告の見直し 

➢ 会議や研修等の原則オンライン実施への変更 

➢ 予算措置と人材確保（教職員定数の確実な配置・増員） 

➢ 授業時数、持ち時間数の見直し 

◆全体的に、業務の見直し、ＩＣＴの活用、校務支援システムの改善、地域連携の

強化、部活動運営の適正化が重要。また、教育委員会の役割や会議の見直しも求

められている。 
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２．本県の実践事例 

等 
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〈令和６年度モデル校実践事例〉 
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〈令和６年度モデル校実践事例〉 
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〈令和６年度モデル校実践事例〉 
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〈令和５年度モデル校実践事例〉 
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〈令和５年度モデル校実践事例〉 
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〈令和５年度モデル校実践事例〉 
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〈令和５年度モデル校実践事例〉 
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校務ＤＸ事例創出モデル事業（例：甲府東高校） 
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「働き方改革校内ワークショップ」実践事例 
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（１）令和６年中央教育審議会答申（概要） 

 

３．関連する答申・方針・ガイドライン等  
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（２）山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針 

県教育委員会では、令和２年３月に「山梨県立学校の教育職員の在校等時間の上限等

に関する方針」を策定し、教育職員の時間外在校等時間の上限等について次のとおり定

めている。 

① 「勤務時間」の考え方 

教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握す

ることができる時間を当該教育職員の「在校等時間」とし、山梨県教育委員会が管

理する対象とする。 

具体的には、正規の勤務時間外において超勤４項目以外の業務を行う時間も含

めて教育職員が在校している時間を基本とし、当該時間に、以下に掲げるイ及びロ

の時間を加え、ハ及びニの時間を除いた時間を在校等時間とする。ただし、ハにつ

いては、当該教育職員の申告に基づくものとする。 

イ 校外において職務として行う研修への参加や児童生徒等の引率等の職務に

従事している時間として山梨県教育委員会が外形的に把握する時間 

ロ 山梨県教育委員会が定める方法によるテレワーク（情報通信技術を利用し

て行う事業場外勤務）等の時間 

ハ 正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う

自己研鑽の時間その他業務外の時間 

ニ 休憩時間 

② 上限時間の原則 

山梨県教育委員会は、山梨県立学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時

間を除いた時間を、以下に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務

量の適切な管理を行うこととする。 

イ １日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の 

１箇月の合計時間 45 時間 

ロ １日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の 

１年間の合計時間 360 時間 

③ 児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間 

児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、

一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合においては、

②の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間

を、以下に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適

切な管理を行うこととする。 

イ １箇月時間外在校等時間 100 時間未満 
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ロ １年間時間外在校等時間 720 時間 

ハ １年のうち１箇月時間外在校等時間が 45 時間を超える月数６月 

ニ 連続する２箇月、３箇月、４箇月、５箇月及び６箇月のそれぞれの期間につ

いて、各月の１箇月時間外在校等時間の１箇月当たりの平均時間 80 時間 

また、留意すべき事項について、次のとおり定めている。 

④ 上限時間について 

校長等の学校の管理職及び教育職員並びに山梨県教育委員会等の関係者は、こ

の方針が、教育職員が上限時間まで業務を行うことを推奨するものと解してはな

らず、また、学校における働き方改革の総合的な方策の一環として策定されるもの

であり、在校等時間の長時間化を防ぐための他の取組と併せて取り組まれるべき

ものであることに十分に留意しなければならない。決して、在校等時間の長時間化

を防ぐための取組を講ずることなく、学校や教育職員に対し、上限時間を遵守する

ことを求めるのみであってはならない。 

⑤ 虚偽の記録等について 

教育職員の在校等時間について形式的に上限時間の範囲内とすることが目的化

し、授業など教育課程内の学校教育活動であって真に必要な活動であるものをお

ろそかにすることや、実際の時間より短い虚偽の時間を記録し、又は記録させるこ

とがあってはならない。 

⑥ 持ち帰り業務について 

本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則であり、上限時間を遵守することの

みを目的として自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加することは、厳に避け

なければならない。仮に業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、その

実態把握に努めるとともに、業務の持ち帰りの縮減に向けた取組を進めるものと

する。 

   県教育委員会では、この上限方針に基づき、服務を監督する県立学校の教育職員につ

いて、業務量の適切な管理と健康、福祉の確保を図るために必要な措置を講じていく。 
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（３）やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等

に関する総合的なガイドライン（概要） 

山梨県教育委員会では、休日における地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を着実に推進

するために、「地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備すること」及び「スポーツ・文

化芸 術活動の最適化を図り、体験格差を解消すること」を目指して、令和５年１２月に「や

まなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」

を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 

（５）調査結果や各取組主体の意見から 
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（４）公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法等の一部を改正する法律の概要 
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（５）学校・教師が担う業務に係る３分類 

公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針【第３節（２）】 
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（６）公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の

服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図る

ために講ずべき措置に関する指針【第３節（３）】 

(3) 所管に属する各学校における次に掲げる措置の推進を通じ、教育職員が担う業務の

適正化を図ること。  

イ 学校教育法施行規則 （昭和22年文部省令第11号）において定められる授業時数の 

標準を大きく上回って編成されている教育課程を当該学校の指導体制に見合うもの

となるようにするとともに、年間授業週数の実態に応じて１日及び１週間当たりの

授業時数を平準化し、教育の質の向上のために必要な時間的余裕を創出する観点か

ら、教育課程の見直しを行うこと。その際、始業日の設定に当たっては、教育課程

の編成・実施に係る年度当初の準備の負担の観点にも留意すること。  

ロ 学校で行われる学校行事を、それぞれの教育的価値を踏まえ、精選又は統合するこ

と。  

ハ 学校の日課表等において、授業時数の見直しと併せて放課後に行われる児童生徒の 

活動時間（補習及び部活動を含む。）を教育職員に割り振られた勤務時間内に適切

に設定するなどの工夫を行うこと。  

ニ デジタル技術を活用した校務の効率化を推進すること。  

ホ 職務経験が少ない教育職員が担当する授業時数を抑制するとともに、他の教育職員

からの助言その他の支援を得られやすい体制を整備すること。  

ヘ 教育職員が所定の勤務時間外に外部からの電話等に応対する必要のない環境を整備 

すること。  

ト 学校評価の結果に基づき学校運営の改善を図るに当たっては、当該措置を講ずるこ

とが在校等時間の長時間化につながらないようにするため、当該措置が実施計画に

適合するものとなるようにすること。  

(4) 教育職員、事務職員及び支援スタッフ（地方公共団体独自の財源によるものを含

む 。）の体制を充実すること。  

(5) 教育職員の産前産後休暇及び育児休業等の取得に伴い学校に配置される教育職員そ

の他の教育職員について、正規の教育職員の計画的な配置の充実に努めること。   

(6) 教育職員の健康及び福祉を確保するため、在校等時間が一定時間を超えた教育職員

に医師による面接指導を実施すること。ここでいう一定時間は、１箇月時間外在校

等時間80時間を目安とすること。  

(7) 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること（勤務間イン

ターバル）。ここでいう一定時間は、11時間を目安とすること。  

(8) 教育職員の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。また、

医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を行
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うこと。  

(9) 心身の健康問題についての相談窓口を設置すること。必要に応じて、産業医等によ

る助言・指導を受け、又は教育職員に産業医等による保健指導を受けさせること。  

(10) 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促

進すること。  

(11) 早出遅出勤務、テレワークその他の柔軟な働き方を推進するための環境整備を図る

こと。  

(12) 上限方針及び実施計画の策定等に当たっては、人事委員会（人事委員会を置かない

地方公共団体においては、地方公共団体の長。以下同じ 。） と 当該上限方針及び

実施計画について認識を共有し、専門的な助言を求めるなど連携を図ること。ま

た、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉を図るために講

ずべき措置に関し、人事委員会の求めに応じて実施状況等について報告を行い、専

門的な助言を求めるなど連携を図ること。 
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（１）文部科学省 

①「学校における働き方改革について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm 

②「全国の学校における働き方改革～取組事例集～令和５年３月改訂版～」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/mext_00008.html 

③「GIGA スクール構想の下での校務 DX チェックリスト」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02597.html 

 

④「業務量管理・健康確保措置実施計画について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoshi-kankyo/index_00020.htm 

⑤「学校における働き方改革フォーラム（令和５年３月 22 日）」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1422164_00003.htm 

⑥「～公立学校の校長先生のための～やさしい！勤務時間管理講座」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1414532.htm 

（２）政府広報オンライン 

①「新しい時代の教育のために 

『学校の働き方改革』が進められています！」 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/2.html 

（３）独立行政法人教職員支援機構 

①校内研修シリーズ No.155「時間予算ワークショップ」 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/155.html 

②校内研修シリーズ No.156「大まかな合意形成ワークショップ」 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/156.html 

中央教育審議会 

「教育課程企画特別部会」委員 

「質の高い教師の確保特別部会」臨時委員 

先生の幸せ研究所 代表取締役 澤田真由美 氏 

 

 

 

 

４．参考資料（令和８年 3 月１日確認）  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/mext_00008.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02597.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoshi-kankyo/index_00020.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1422164_00003.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/1414532.htm
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/2.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/155.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/156.html
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〈県教育委員会から学校現場への文書半減プロジェクト〉 
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「山梨県の公立学校における働き方改革推進委員会」における審議の経過 

令和６年 

７月１１日（木） 第１回 働き方改革推進委員会 

・取組方針に基づいた取組の進捗状況について 

・働き方改革についての国や県の状況について 

・次期取組方針策定の方向性について 他 

７月１８日（木） 第１回 働き方改革ワーキング会議 

・働き方改革に関する国・県の状況について 

・次期取組方針策定の方向性について 

・取組方針の検証について 他 

９月１０日（火） 第２回 働き方改革ワーキング会議 

・取組方針の検証結果について 

・教員の業務実態調査について 

・新たな取組についてのグループ討議 他 

令和７年 

１月 ９日（木） 第３回 働き方改革ワーキング会議 

         ・教員の業務実態調査結果について 

・新取組方針骨子案について 他 

１月１４日（火） 第１回 部活動の負担軽減に係る検討ワーキング会議 

・部活動ガイドライン取組状況調査 

及び部活動指導実態調査結果について  

・公立中学校における休日部活動の 

地域クラブ活動への移行について 他 

１月２９日（水） 第２回 働き方改革推進委員会 

・教員の業務実態調査結果等について 

・新取組方針骨子案について 他 

２月１２日（水） 第４回 働き方改革ワーキング会議 

・給特法等の一部改正について 

・新取組方針の具体的な取組内容について 他 

３月１４日（金） 第３回 働き方改革推進委員会 

・新取組方針のとりまとめ 他  
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令和６年度 山梨県の公立学校における働き方改革推進委員会 

委 員 職 名 氏 名 

委員長 山梨県教育委員会教育次長 信田 恭央 

委 員 市町村教育委員会連合会会長 窪田 新治 

委 員 山梨県公立小中学校長会代表 田草川 耕 

委 員 山梨県高等学校長協会代表 廣瀬 志保 

委 員 山梨県公立小中学校教頭会代表 鶴田  心 

委 員 山梨県高等学校教頭・副校長会代表 小宮山 隆 

委 員 山梨県事務主幹・事務幹会議会長 南 恵美子 

委 員 県ＰＴＡ協議会会長（小中学校） 清水 好美 

委 員 県高等学校ＰＴＡ連合会会長（県立学校） 辻  宏幸 

県教育委員会 教育長 降籏 友宏 

県教育委員会 教育監 秋山 克也 

県教育委員会 教育監 荻野 智夫 

県教育委員会 副参事 矢崎  孝 

事務局 総務課長 望月 勝一 

事務局 福利給与課長  永井 研一 

事務局 学校施設課長 功刀 美奈子 

事務局 義務教育課長  小池 孝二 

事務局 高校教育課長  渡邉 英裕 

事務局 特別支援教育・児童生徒支援課長 玄間  修 

事務局 生涯学習課長 古屋 明子 

事務局 保健体育課長 花輪 孝徳 

事務局 教育事務所長・副所長会代表 中村 英彦 

事務局 総合教育センター所長 天野 信一 

事務局 総務課教育企画室長 岩出 修司 

事務局 総務課教育企画室働き方改革推進監 伊藤 宏紀 

事務局 総務課教育企画室室長補佐 河野 敏三 

事務局 総務課教育企画室主幹 佐野 淳一 

事務局 総務課教育企画室主査 細倉 要太郎 

 

オブザーバー 山梨県教職員組合 

オブザーバー 山梨県高等学校・障害児学校教職員組合 



-資42- 

 

令和６年度 働き方改革ワーキンググループ 

委員及び事務局員 

委 員 職 名 氏 名 

委員長 総務課教育企画室室長 岩出 修司 

委 員 福利給与課課長補佐 古屋 雅仁 

委 員 福利給与課課長補佐 三神 恭子 

委 員 義務教育課人事管理監 望月 俊孝 

委 員 義務教育課課長補佐 小林 紀浩 

委 員 義務教育課課長補佐 田邉 靖博 

委 員 義務教育課副主幹・指導主事 岩下  城 

委 員 高校教育課人事管理監 志村 光司 

委 員 高校教育課課長補佐 三枝 和博 

委 員 高校教育課副主幹・指導主事 鈴木 ひとみ 

委 員 特別支援教育・児童生徒支援課課長補佐 桑畑 秀子 

委 員 特別支援教育・児童生徒支援課課長補佐 深澤 和仁 

委 員 生涯学習課課長補佐 久保寺 利仁 

委 員 保健体育課課長補佐 平子 順一 

委 員 保健体育課課長補佐 山本 晃司 

委 員 保健体育課主幹・指導主事 窪田 弘樹 

委 員 保健体育課主幹・指導主事 渡辺 健太郎 

委 員 総合教育センター研修指導課長 藤原 千鶴 

委 員 総合教育センター主幹・指導主事 岡  英幸 

事務局 総務課教育企画室働き方改革推進監 伊藤 宏紀 

事務局 総務課教育企画室室長補佐 河野 敏三 

事務局 総務課教育企画室主幹 佐野 淳一 

事務局 総務課教育企画室主査 細倉 要太郎 

 

オブザーバー 山梨県教職員組合 

オブザーバー 山梨県高等学校・障害児学校教職員組合 

※委員及び事務局員は、山梨県教育委員会所属 
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令和６年度 部活動の負担軽減に係る検討ワーキンググループ 

委員及び事務局員 

 

※委員及び事務局員は、山梨県教育委員会所属 

委 員 職 名 氏 名 

委員長 保健体育課長 花輪 孝徳 

副委員長 保健体育課総括課長補佐 相川 喜代弘 

委 員 総務課教育企画室 働き方改革推進監 伊藤 宏紀 

委 員 総務課教育企画室室長補佐 河野 敏三 

委 員 総務課教育企画室主幹 佐野 淳一 

委 員 義務教育課課長補佐 田邉 靖博 

委 員 高校教育課副主幹・指導主事 鈴木 ひとみ 

委 員 特別支援教育・児童生徒支援課主幹・指導主事 田住 昌義 

事務局 保健体育課課長補佐 平子 順一 

事務局 保健体育課主幹・指導主事 窪田 弘樹 

事務局 保健体育課主幹・指導主事 渡辺 健太郎 

オブザーバー 山梨県教職員組合 

オブザーバー 山梨県高等学校・障害児学校教職員組合 

オブザーバー 山梨県小中学校体育連盟 

オブザーバー 山梨県高等学校体育連盟 

オブザーバー 山梨県高等学校野球連盟 

オブザーバー 山梨県高等学校文化連盟 
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山梨県教育委員会総務課教育企画室 

〒400-8504 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

山梨県教育委員会ホームページ 

https://www.pref.yamanashi.jp/kyouiku/top.html 

                                                      


